
 

秦野市新東名対策庁内委員会設置要綱 

（平成１２年７月１３日施行） 

（趣旨）        

第１条 この要綱は、新東名高速道路の建設及びその周辺地域の整備に起因し

て生じる地域の環境変化、交通問題等から市民の生活環境の保全等を図るた

め、本市における影響調査及び対策の検討を行うための庁内機関の設置、組

織及び運営について必要な事項を定める。 

（設置）                             

第２条 前条に定める機関として、秦野市新東名対策庁内委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第３条 委員会は、次の事項を調査し、及び検討する。 

(1) 生活環境及び自然環境の保全対策 

(2) 地域の経済活動の基盤整備 

(3) 既存の公共施設の機能保全対策 

(4) 地域の地理的分断に伴うコミュニティ対策 

 （組織） 

第４条 委員会は、別表に掲げる職にある者により構成する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は、建設部を担任する副市長をもって充てる。 

４ 副委員長は、建設部長をもって充てる。 

 （会議） 

第５条 委員長は、会務を総理し、必要に応じて会議を招集し、その議長とな

る。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者その他の者

の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 （作業部会） 

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、作業部会を設置することがで

きる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、建設部国県事業主管課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、

委員長が委員会の会議に諮って定める。 



 

附 則 

 この要綱は、平成１２年７月１３日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第４条関係）  

建設部を担任する副市長 

建設部長 

政策部長 

くらし安心部長 

危機管理対策専任参事 

環境産業部長 

都市部長 

下水道部長 

水道局長 

教育部長 

環境保全課長 

農産課長 

道路管理課長 

道路整備課長 

国県事業推進課長 

下水道河川整備課長 
 


